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7．障がいのある子ども  

各種手帳の交付 

手帳の交付                問合せ先：福祉課福祉係（保健センター） ℡ 572-2100 

●療育手帳  

児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された方に、手帳が交付されます。 

この手帳の交付により、対象者への継続した指導・相談を行うとともに、医療費の助成、税金の控除、障害福祉サービ

スなどの各種制度を利用することができます。 

●身体障害者手帳                 

 障がいの種別や程度により区別して認定され手帳が交付されます。この手帳の交付により、補装具の交付・修理・借

受け、医療費の助成、税金の控除、障害福祉サービスなどの各種制度を利用することができます。          

●精神障害者保健福祉手帳  

精神に障がいがある方で、長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると認められた方に交付されます。 

この手帳の交付により、対象者への継続した指導・相談を行うとともに、医療費の助成、税金の控除、障害福祉サービ

スなどの各種制度を利用することができます。 

✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿ 

◆手 続 き：個々で申請手続きの内容が違いますので担当係までお問い合わせください。 

再認定の申請、障害等級の変更申請、住所変更、手帳破損時等の届け出についても手続きが必要です。 

 
 

 

 

各種手当と共済制度 

特別児童扶養手当              問合せ先：福祉課福祉係（保健センター）℡ 572-2100 

 20 歳未満で、身体または精神に障がいを持つ児童を養育している父か母または父母にかわって児童を養育している方

に支給されます。 

◆対  象：①IQ35 以下程度または身体障害者手帳 1 級～2 級程度の方 

②IQ50 以下程度または身体障害者手帳 3 級（４級の一部を含む）程度の方 

③身体と精神の障がいが重複する場合であって、症状が①または②と同程度以上と認められる方 

※所得制限があります。 

※児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が公的年金を受けている場合は支給されません。 

◆手 続 き：担当係までお問い合わせください。 

 

障害児福祉手当                問合せ先：福祉課福祉係（保健センター）℡ 572-2100 

在宅で 20 歳未満の重度の心身障がい児で日常生活において常時の介護が必要な方に支給されます。 

◆対  象：①身体障害者手帳 1 級（2 級の一部を含む）の方  ②療育手帳Ａ（IQ20 以下）の方 

③ ①、②と同程度の障がいまたは病状で、常時介護が必要な方  

※所得制限があります。 

◆手 続 き：担当係までお問い合わせください。 

  

心身障害者扶養共済制度           問合せ先：福祉課福祉係（保健センター）℡ 572-2100 

 心身に障がいがある方の保護者等を加入対象とした扶養共済制度です。保護者が万が一の場合に、残された障がい者

に生涯にわたって年金を支給する制度です。 

◆対  象：心身に障がいのある以下の方を現に扶養している保護者 

（父母、兄弟姉妹、祖父母、配偶者などで 65 歳未満の方） 

①知的障がい者   

②身体障害者 1 級～3 級の方  

③身体または精神の障がいのある方で永続的な障がいを有する方 

       ④ ①または②と同程度の障がいが認められる方（精神病、脳性まひ等） 

◆手 続 き：担当係までお問い合わせください。 
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医療費の助成 

重度心身障害者医療費助成                問合せ先：町民課保険係 ℡ 572-3114 

保険証を使って医療機関で受診された際、保険診療金額について、その全部または一部を助成します。 

（※保険適用外の費用などは対象外です。※所得制限があります。）  

◆対 象：身体障害者手帳 1・2 級以上および３級（内部疾患の方） 

または、療育手帳 A・B（一部）をお持ちの方 

◆手 続 き：担当係までお問い合わせください。事前に「受給者証」の申請が必要です。 

◆必要な物：障害者手帳（療育手帳）、保険証 

 

自立支援医療制度               問合せ先：福祉課福祉係（保健センター）℡ 572-2100  

心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。 

◆育成医療：身体に障がいを有するか、現存する病気をそのまま放置すると将来、障がいを残すと認められる 18 歳

未満の児童を対象に、その身体障がいを除去、軽減する手術などの治療に必要な医療費の一部を助成し

ています。 

※助成の受けられる医療機関は指定された育成医療機関です。 

※原則 1 割負担ですが、保護者の所得状況に応じた月額の上限があります。 

◆対 象：18 歳未満の児童で、事前に申請し指定の医療機関で医療を受ける場合のみ 

◆そ の 他：「精神通院医療」「更生医療（18 歳以上）」の助成があります。 

✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿・・・✿ 

◆手 続 き：担当係までお問い合わせください。 

 

交通費などの助成 

重度障害者交通費等助成            問合せ先：福祉課福祉係（保健センター）℡ 572-2100 

重度の身体障がいを有する方へ、ハイヤー(タクシー)乗車券または車の給油券（上限年額１万２千円）を交付していま

す。 

◆対 象：身体障害者手帳の交付を受けている方で以下の障害種別程度等級に該当する方。 

①1 級（全ての障害が対象）  ②下肢障害の 2 級～3 級   ③体幹機能障害の 2 級～3 級 

④乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害で移動機能障害の 2 級～3 級 

※所得制限があります。 

 

公共交通機関等の割引                      問合せ先：各公共交通機関 

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方は公共交通機関（JR、バス、電車、航空、船舶）および有料道路の料金が全

額または一部割り引かれます。 

※「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方も、一部対象になる公共交通機関があります。 

◆対 象：上記手帳の所持者 

◆手 続 き：チケット購入時、手帳の提示が必要です。 

 

携帯電話基本使用料等の割引              問合せ先：携帯電話会社各社支店、ショップ 

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者等に各種料金等の助成・減免の制度があります。 

◆対 象：上記手帳の所持者 

◆手 続 き：手帳の提示が必要です。  

障害者等通所・通園交通費助成        問合せ先：福祉課福祉係（保健センター） ℡572-2100 

町内に住所を有している在宅の障がいのある方で、町外にある対象施設へ通所・通園している方に対し、通所や通園に

係る交通費の一部を助成します。 

◆対 象：町内に住所を有している在宅の障がいのある方（生活保護受給の方を除く） 

◆対象施設：児童発達支援（医療型を含む）事業所、放課後等デイサービス事業所、生活介護事業所、自立訓練（宿泊

型を除く）事業所、就労移行または就労継続支援事業所、地域活動支援センター、日中一時支援事業所、

デイケアを実施する保健所または医療機関、特別支援学校（寄宿舎に入舎している場合は除く） 

※町外の施設に限ります。 

※助成額や手続き等の詳細は担当係まで問い合わせください。 
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生活の支援 

障がい児（者）が地域社会の中で自立した生活を送るために様々な事業を実施しています。 

障害児（者）福祉サービス           問合せ先：福祉課福祉係（保健センター） ℡ 572-2100 

 障がい程度が一定以上の人に生活上または療育上の必要な介護（介護給付）および身体的または社会的なリハビリにつ

ながる支援（訓練等給付）を提供します。障がいの種類（身体・知的・精神・難病等）にかかわらず共通の障害福祉サー

ビスを利用することができます。 

 サービスの種類によっては利用できる施設や援助を行う施設が町内にないものもあります。お困りの方は他機関への

紹介など相談に応じますので係までお問い合わせください。 

 

補装具の交付・修理              問合せ先：福祉課福祉係（保健センター） ℡ 572-2100 

日常生活上の機能を向上させるため、車いす・座位保持装具・靴型装具などの補装具の交付と修理を行います。世帯の

課税状況に応じて費用の一部負担があります。 

◆対 象：身体障害者手帳の所持者および難病患者等 

 

日常生活用具の給付              問合せ先：福祉課福祉係（保健センター） ℡ 572-2100 

 在宅の重度障がい児（者）に対し、頭部保護帽、訓練用椅子や入浴補助用具などの日常生活用具を給付し、日常生活の

便宜を図ります。世帯の課税状況に応じて費用の一部負担があります。 

◆対 象：身体障害者手帳または療育手帳の所持者（障がいごとに給付する内容が変わります。） 

 

軽中度難聴児補聴器購入費助成         問合せ先：福祉課福祉係（保健センター） ℡ 572-2100 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対し、健全な言語、コミュニケーション能力の習得、社

会性の発達を支援するため、補聴器の購入・修理費用の一部を助成します。 

◆対 象：町内に住所を有し、両耳の聴力レベルが３０デシベル以上７０デシベル未満の者で、医師が補聴器を必要と

認めた１８歳未満の児童。その他町長が特に必要と認めた者。 

 

 

障がい児（者）を支援する会 

「輪っかの会」（わっかのかい）                               

 池田町内に住む障がいの有無に関わらず、何らかの支援を必要とする子ども・障がい者と保護者、活動趣旨に賛同す

る方やボランティアの方たちの協力を頂き活動している会です。 

◆活動内容 

「輪っかの日」…５・６・9・11・2 月の第 4 木曜日 19：00～ 

多世代交流施設 ふらっとやロココで行っています。お子さんの心配事や近況報告を話したり、情報交換や児童

福祉制度などの勉強・事業所見学などをしています。 

「輪っか親子交流会」…7・10・12・1・3 月の第 3 土曜日 13：00～（7 月は 30 日、1 月は 8 日） 

多世代交流施設 ふらっと、総合体育館、マックスバリュー2 階などで行っています。親子１組５00 円、子ども

2 人目から 250 円、行事保険代等含みます。内容はおやつ作り、ボッチャ等遊びを通して交流を深めています。高

校生や町内のボランティアの方々の協力もあり安心して楽しめる場を提供しています。 

 

◆費  用：「親子交流会」･･･年会費（一家族）1,200 円    

途中入会者は参加した月より１か月 100 円 

◆注意事項：活動に参加をされる方は、「日時・場所」が変更する場合がありますので事前に確認してください。 

詳しい内容・対象者・利用手続きなどについては、問合せ先まで確認してください。  

◆問合せ先：パンフレット・ポスターに連絡先が記載されています。 

※保健センター・役場・保育園・幼稚園・商店などに貼ってあります。 

 


